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RESEARCH LABORATORY,1955)」は、蛍光色のイエローオレンジとレッドオレンジが

非蛍光色に比べて視認性が良く、輝度と彩度が高いほどはっきりと見えると結論付ける。 

参考に同報告書おける実海域における視認性実験の結果を下図に示す。本実験は、213

メートル(700 feet)上空を飛行する飛行機から、海上に浮かべた直径 86 センチ(34 inhes)

のブイを発見できる距離と確率を調査したものである。実験で使用されたブイの色ファ

イヤオレンジ(FO)、アークイエロー(AY)、ネオンレッド(NR)及びサターンイエロー(SY)

をそれぞれ図 5-3-2 中 FO、AY、NR、SY として示す。ブイから 2 マイル以上離れた地

点からは、オレンジ系のアークイエロー(AY)、ファイヤオレンジ(FO)の視認性が高く、

ブイから 1 マイル以内の場所では、黄色系のサターンイエロー(SY)、アークイエロー(AY)

の順に視認性が高いことが分かる。 

 

(注 2)順応輝度：目が周囲の明るさに慣れた状態での明るさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3-2 ブイの色と視認性 
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図 5-3-3 XY 色度図とブイの色 
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５-４ 視認性を高める旗の普及・掲揚推進の事例 

 ミニボートの海難防止のため、国土交通省等により他船からの視認性を高める旗の掲揚

が推奨されている。こうした旗は、ミニボートの利用者が自作したり、ミニボートの同好

会やクラブで作成したりする事例がある他、ミニボートの製造業者が顧客に配布する事例

や、安全協会などの団体が安全講習の参加者に配布する事例などがある。 

こうして作成・配布される旗の中でも、他船からの視認性の向上という観点ばかりでな

く、小型船舶操縦免許の不要なミニボートの衝突などの海難防止のための安全航行ルール

の啓蒙を意識して作成された旗の配布事例があった。 

 本事例は、敦賀海上保安部が旗を作成し、希望者に無料で配布するものであるが、他の

事例と異なる点は、漁船へのヒアリングを基に、衝突や転覆事故の要因を分析した上で旗

がデザインされていることである。下図のとおり、旗には海難防止のための対応が一目で

分かるよう、愛くるしいキャラクターや簡潔で理解し易い図により、安全対策や他船との

衝突防止のための避航方法が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 5-4 敦賀海上保安部が希望者に配布する「黄色認識旗」 
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６.まとめ 

６-１ 可搬型小型船舶の利用者に対するアンケートの調査結果 

１）可搬型小型船舶の利用状況 

 ミニボートの利用実態を調査するため、ミニボートに仕様が近い長さ 3.3m 未満、機関出

力 10 馬力未満の船舶検査対象である可搬式ボート(可搬型小型船舶)の利用者に対するアン

ケートを実施した。 

可搬型小型船舶の利用者が主に活動する水域については、距岸距離が 2～5km とする回

答が最多であった。長さ 3.3m 未満の可搬型小型船舶の航行区域を限定沿海に設定する場合

は、小型船舶安全規則及び関連規定に基づき、距岸距離が 3 海里(約 5.6km)以内に制限され

る。可搬型小型船舶の利用者が主に活動する水域は、小型船舶安全規則及び関連規定に基

づいて制限される水域の範囲内ではあるが、ミニボートの製造業者及び販売業者がミニボ

ートを安全に利用できると考える 1 海里(約 2km)と安全な航行区域についての意識におい

て開きがみられた。 

 可搬型小型船舶の利用者の主たる乗降場所は「海岸や河岸・湖岸」(47.3%)及び「漁港」

(43.0%)で、今後最も利用したい乗降場所の最多が「漁港」(64.6%)であった。また、可搬型

小型船舶の利用者の 85%が「ボートの揚げ降ろしのためのスロープ」を有料でも利用した

いと回答した。一方で、平成 26 年度及び平成 27 年度に実施した漁業協同組合を対象とし

たアンケートでは 81%の漁業協同組合がミニボートの漁港施設の利用を認めていないと回

答し、その理由がミニボートの利用者のマナーや海難の可能性を問題視してのことであっ

た。これらから、ミニボートを含む可搬型小型船舶の乗降場所の利用について、利用者と

漁業協同組合とに意識のミスマッチがある。 

 

２）可搬型小型船舶の整備点検状況 

 可搬型小型船舶の主な整備・点検の方法は、「自分で実施」(74.0%)が最多であった。また、

全体の約 8 割が 1 年に 1 回は整備点検を実施しているとの回答があった。一方で、可搬型

小型船舶の利用者のヒヤリハット体験については「機関故障」が最多であり、海上保安庁

の「海難の現況と対策について(平成 27 年版)」においても「機関故障」(25%)がミニボート

の海難の事故種別の割合で最多であることから、年間 1 回以上のエンジンの整備点検をし

ているとしても、必ずしも「機関故障」に係る海難を避ける対策として十分なものである

と言い難いことが分かった。これらから、エンジンの整備点検については、その頻度のみ

ならず実施の内容についても重要と考えられることから、ミニボートの「機関故障」に係

る海難を防ぐための方策として、適切なエンジンの整備点検の内容などについての周知が

望まれる。 
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３）ミニボートを含む可搬型小型船舶の利用に係る海難発生の危険性 

 可搬型小型船舶の利用者ヒヤリハット体験については、２）で述べたとおり「機関故障」

が最多であるが、アンケートにより収集したヒヤリハット体験を海上保安庁の海難事故の

分類に合わせ整理して分析すると「衝突」(37%)が最多となり、次に「機関故障」(31%)、「転

覆」(14%)、「浸水」(7%)、「運航阻害」(7%)と続く。 

特に「衝突」が、海上保安庁の「海難の現況と対策について(平成 27 年度版)」のミニボ

ートの事故種類別の割合の傾向と大きく異なって最多であったことは、本アンケートが小

型船舶操縦免許を有する可搬型小型船舶の利用者を対象としたことを踏まえると、小型船

舶操縦免許を要しないミニボートは航行ルールの知識がなくとも利用が可能であることか

ら、本アンケートで得られた結果以上にミニボートの利用において「衝突」に係る海難の

潜在性があると推定される。 

こうした海難を防ぐために、ミニボートの利用者が航行ルールや運航方法などの知識を

身につける機会や仕組み、習得ツールなどが必要であると思料。 

 

４）可搬型小型船舶の利用者の安全等に対する意識 

可搬型小型船舶の利用者の安全等に対する意識に関し、現在の取り組み状況として「各

種講習会(救命、安全航行)への参加」や「プレジャーボート保険への加入」の状況について

調査したところ、「特に何もしていない」が 474 人(71.5%)、「各種講習会(救命、安全航行)

への参加」が 70 人(10.6%)、 「プレジャーボート保険への加入」が 50 人(7.5%)であった。 

「特に注意していること」については、可搬型小型船舶の利用者の 9 割以上が「携帯電

話の携行」や「救命胴衣の着用」、「出航前の気象海象のチェック」と回答した。 

今後海難や関係者とのトラブルを避けるために取り組めそうなものについては、最も多

かったのが「施設利用誓約書などによるマナーの遵守」(71%)で、次が「定置網の場所や立

入禁止区域などの情報把握」(61%)であった。可搬型小型船舶の利用者の大半が、マナーの

遵守や定置網や立入禁止区域などの情報把握により関係者とのトラブルを避けようとする

意識を持っていることが分かった。 
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６-２ 漁業協同組合への訪問調査 

平成 28 年度は、平成 27 年度の漁業協同組合を対象にしたアンケートにおいて「ミニボ

ートを受け入れている」と回答があった愛知県の豊浜漁業協同組合及び西三河漁業協同組

合吉良支所に聞き取り調査を行った。 

１）豊浜漁業協同組合（知多郡南知多町） 

豊浜漁業協同組合は、平成 10 年前後からミニボートの施設の利用を認めている。ミニボ

ートの利用者が使用できる施設は、駐車場と船揚場(スロープ)で、施設利用の申込みと漁港

管理協力費の支払いにより利用ができる(水上バイク除く)。 

施設の利用者は、施設利用の申込み時に配布された海上での視認性を高めるための旗を

出航時に掲揚しなければならないほか、漁船の操業の妨害や定置網の設置場所などの立ち

入り禁止区域への接近、港内での釣りなどを禁じるルールの遵守が求められる。 

こうした施設利用の条件としてルール遵守を徹底させる取り組みにより、ミニボートの

利用者と漁業者との間に大きなトラブルや漁船との衝突といった海難はないとのことであ

った。なお、ミニボートの施設の利用にあたり豊浜漁業協同組合が現在抱いている懸念は、

利用者の気象・海象に関する甘い判断や見通しによる海難事故の可能性であった。 

 また、豊浜漁港の隣に位置する小佐漁港にはミニボートの貸出し店があり、救命胴衣の

着用や天候の急変時の対応の遵守を条件にミニボートを貸し出している。ミニボートの事

故については、漁船と衝突しそうになったり、漁船の引き波を受けて転覆したりする事故

はあるが、ミニボートの乗船者が負傷するような事故は起きていないとのことであった。 

 

２）西三河漁業協同組合吉良支所（西尾市一色町） 

西三河漁業協同組合では、ミニボートの漁港施設の利用を認めていない。隣接する港湾

区域に愛知県が設置した浮桟橋があり、さらにその先に隣接する吉田港ボートパークを利

用する吉良宮崎マリーナクラブの会員がこの浮桟橋を主に使用している。 

 西三河漁業協同組合は吉田港ボートパークを利用する吉良宮崎マリーナクラブのまとめ

役として、愛知県との間で指定管理業務の契約を結んでおり、ボートパークの利用者の安

全対策として海上保安署とともにクラブ会員を対象に定期的な安全講習会を開いている。   

ミニボートの海難事故については、人身事故に至るケースはないが、エンジントラブル

が発生することが多く、そのたびに漁船が救助に向かうとのことであった。 

  



84 
 

６-３ ミニボートの構造等の実態調査 

 ミニボートは、構造上、乾舷が小さく転覆しやすいことから海難の危険性のリスク軽減

には操縦者の航法やマナーだけでなく、ミニボートの構造等においても安全性が担保され

ていることも重要であるが、その詳細な実態が把握できていない。 

そこで平成 27 年度は、ミニボートを取り扱う製造業者や販売者の実態及び国内で販売さ

れるミニボートの型式や搭載可能なエンジンの出力等を調査した。 

平成 28 年度は、平成 27 年度に調査したミニボートの製造業者及び販売業者の 36 社に対

してアンケート調査を実施し、ミニボートの自主検査の方法などについて調査した。 

 

１）ミニボートの製造業者等へのアンケート調査結果 

製造業者及び販売業者が取り扱うミニボートの型式のうち船舶検査や小型船舶操縦免許

が必要となる出力 1.5kw(約 2馬力)以上の機関の搭載が可能な船舶について調査したところ、

61.6%の 61 型式が該当することが分かった。平成 27 年度に調査した結果と合わせると、

国内で販売されるミニボートの型式のうち 54.2%の 142 型式が、出力 1.5kw(約 2 馬力)以上

の機関の搭載が可能な船舶であることが分かった。 

ミニボートの品質管理に係る自主検査の実施の有無については、アンケート回答があっ

た製造業者 4 社のうち 2 社が、販売業者 7 社のうち 4 社が自主検査を実施しているとのこ

とであった。自主検査は、小型船舶安全規則、日本マリン事業協会が奨励する指針または

自社基準に基づいて実施しており、全数検査をしているのは製造業者で 1 社、販売業者で 4

社であった。具体的な検査の方法としては、「気密または艇体の外観確認」が最多で製造業

者・販売業者合わせて 11 社中 5 社が実施しており、「係船装置手すり装置等の艤装・装備」

を 3 社が実施している。「気密または艇体の外観確認」、「係船装置手すり装置等の艤装・装

備」、「強度試験」、「不沈性及び復原性の確認」を全て実施しているのは 11 社中 1 社であっ

た。 

 

２）ミニボートの構造基準の調査 

出力 1.5kW(約 2 馬力)以上の機関の搭載に対応しているのは 142 型式であるが、このう

ち日本小型船舶検査機構の船舶検査を受検した実績のある型式は 60 型式であった。また、

ミニボートと同様の構造の船体(PWC等を除く長さが3.3m未満の船体)の予備検査及び第1

回定期検査の受検状況を調査したところ、予備検査については年平均 225 隻、第 1 回定期

検査については年平均 147 隻であった。 
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６-４ ミニボートの製造業者への訪問調査 

ミニボートの設計思想や構造の実態を把握するため、愛知県の有限会社オーパ・クラフ

トと群馬県の株式会社スナガに聞き取り調査を実施した。 

１）有限会社オーパ・クラフトのミニボートの製造実態 

 有限会社オーパ・クラフトが取り扱うミニボートは 3 型式で、そのうち 1 型式が出力

1.5kw(約 2 馬力)以上の機関の搭載が可能な船舶である。 

有限会社オーパ・クラフトはミニボートの構造基準として、(一社)日本マリン事業協会の

「JMIA ミニボート技術指針」より厳しい社内基準を定め、ハンドレイアップ方法によりミ

ニボートを製造する。製造工程においては、特に樹脂の硬化具合に気を配っており、違和

感があればすぐに検査機関を通じた引張試験、シャルピー試験などの材料試験を行うなど

良質なものづくりを目指している。そのため、145 工程の製造工程のうち 40 の段階で社内

検査を実施している。検査の内容は、主にライトチェック(脱泡具合の検査)、樹脂硬化度検

査、プライ数計測、打音検査、重量確認である。 

また、有限会社オーパ・クラフトは、製品購入者を対象に安全講習会を実施するなど、

ハード面のみならずソフト面についてもミニボートの安全対策を講じていた。 

 

２）株式会社スナガのミニボートの製造実態 

 株式会社スナガが取り扱うミニボートは 5 型式で、そのうち 1 型式が出力 1.5kw(約 2 馬

力)以上の機関の搭載が可能な船舶である。 

株式会社スナガが製造するミニボートはすべて(一社)日本マリン事業協会の「JMIA ミニ

ボート技術指針」に適合する。ミニボートの製造方法は、基本的にはハンドレイアップ方

法で、一部の工程でスプレーアップ方法を用いる。製造方法は社内で基準化しており、決

められた工程通り施工する。また、樹脂の硬化剤はメーカー推奨のものを使用し、定期的

にテストピースを作りテストする。社内検査の方法はマニュアル化されており、製品完成

までの各工程で大きく分けて 3 つの検査を行う。1 つ目はゲルコートを塗った時点で目視チ

ェック。2 つ目は積層を終えた時点での板厚計測と目視チェック。3 つ目は二重底の圧力試

験(エアーテスト)である。こうした検査は、工場発注書と一緒になったチェックシートによ

り記録・管理される。 

株式会社スナガは顧客に対するアフターサービスも充実させており、製造工場の他に整

備専用の工場を保有している。 

  



86 
 

６-５ ミニボートの視認性の調査 

 ミニボートの利用において、他船からの視認性を高めるために掲揚を推奨される旗の視

認性の調査を行った。 

１）海上実験 

 実海域において、「旗の色(赤色・黄色)」、「旗の大きさ（30cm・45cm・60cm）」及び「旗

の海面からの高さ（1m・2m・3m）」の違いに応じた視認性の調査を実施した。 

 「旗の色(赤色・黄色)」の違いによる視認性は赤色よりも黄色が優れていた。「旗の大き

さ（30cm・45cm・60cm）」については大きいほど、「旗の海面からの高さ（1m・2m・3m）」

については高いほど視認性が良くなる結果が得られた。 

今回の海上実験では、視認性に与える影響について、旗の色、旗の大きさ及び旗の海面

からの高さの３つの要素の比較を定量的に測定・比較するまでには至らなかったが、実験

者の主観的評価に基づき、①「旗の色」、②「旗の大きさ」、③「旗の高さ」の順に視認性

に与える影響が大きいという結果を得た。 

 

２）色と視認性 

 海上実験において、「旗の色」、「旗の大きさ」、「旗の高さ」のうち「旗の色」が他船から

の視認性を高める上で最も重要な要素であったことから、色と視認性の関係について調査

した。 

視認性とは、視対象の存在を認めるときの容易さの程度を示し、「視対象サイズ」、「視対

象と背景の対比」及び「順応輝度」が影響を与える。 

海上における視対象の色と視認性の関係については、米海軍の研究報告書「FIELD 

STUDY OF DETECTABILITY OF  COLORED TARGETS AT SEA (U.S. NAVAL 

MEDICAL RESEARCH LABORATORY,1955)」によれば、海上においては蛍光色のイエ

ローオレンジとレッドオレンジが非蛍光色に比べて視認性が良く、輝度と彩度が高いほど

視認性が高くなるとのことであった。 

 

３）視認性を高める旗の普及・掲揚推進の事例 

 他船からの視認性を高める旗の作成・配布の事例の中でも、他船からの視認性の向上と

いう観点ばかりでなく、小型船舶操縦免許の不要なミニボートの衝突などの海難防止のた

めの安全航行ルールの啓蒙を意識して作成された旗の配布事例があった。 

敦賀海上保安部が作成し、希望者に無料で配布する旗は、他の事例と異なって漁船への

ヒアリングを基にデザインされ、海難防止のための対応が一目で分かるよう工夫されたも

のであった。 
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６-６ これまでの調査のまとめ 

本調査は平成 26 年度より実施しており、3 年目となる本年度は本調査の最終年度となる。

そのため、本章ではこれまでの 3年分の調査結果等について総括する。 

 

１）海上保安庁の要救助の海難まで至らなかったミニボートの海難実態 

 平成 26 年度及び平成 27 年度に、全国の漁業協同組合、マリーナ及びフィッシャリーナ

に対するミニボートの海難事故や救助に関するアンケート調査を実施した。 

 海上保安庁の要救助海難統計に表れないミニボートの海難事故に係る救助実績は、平成

26 年度の過去 10 年分の調査で 16 件、平成 27 年の過去 1 年分の調査で 7 件あり、合わせ

て 23 件あった。この海上保安庁の要救助海難統計に表れないミニボートの海難事故に係

る救助実績(過去 11 年間で 23 件)は、海上保安庁が公表するミニボートの海難事故件数(年

間約 60 件)に比べて少なく、ミニボートの海難事件のほとんどは海上保安庁に救助要請が

なされていることが分かった。 

 

２）ミニボートの利用に係る海難事故の可能性 

平成 27 年度に実施した全国の漁業協同組合を対象としたアンケートにおいて、ミニボー

トの利用に係る諸問題について調査した。 

最も重要な諸問題として最多は「定置網周辺や漁業権海域での釣り」(34%)で、その理由

として 36%が「漁具被害」であったほか、同じく 36%が「海難事故の可能性」であった。次

に「航路輻輳」(30%)を最も重要な諸問題とする回答が多く、その理由として 98%が「海難

事故の可能性」であった。 

以上より、漁業協同組合はミニボートの利用に対し、「海難事故の可能性」を最も懸念し

ていることが分かった。 

 

３）ミニボートの利用に係る危険行為 

平成 27 年度に実施した全国の漁業協同組合、マリーナ及びフィッシャリーナを対象とし

たアンケートにおいて、ミニボートの利用に係る危険行為について調査した。 

回答があった漁業協同組合、マリーナ及びフィッシャリーナのうち「ミニボートとの危

険行為がある」と回答したのは、55 の漁業協同組合(回答があった漁業協同組合の 33%)と 9

のマリーナ及びフィッシャリーナ(回答があったマリーナ及びフィッシャリーナの 14%)で

あった。 

危険行為の原因の最多は「基本的な航法を知らない」で、回答があった漁業協同組合の

55%、マリーナ及びフィッシャリーナの 67%がそう回答した。 

 以上より全国の漁業協同組合、マリーナ及びフィッシャリーナでは、ミニボートの利用

に係る危険行為が少なからずあり、その原因をミニボートの利用につき小型船舶操縦免許

が不要であることに関連する「基本的な航法」の認識不足と考えていることが分かった。 
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４）ミニボートに仕様が近い可搬型小型船舶の利用実態 

 平成 28 年度に実施した可搬型小型船舶の利用者に対するアンケート調査により、利用者

の主たる乗降場所は「海岸や河岸・湖岸」(47.3%)及び「漁港」(43.0%)で、今後最も利用

したい乗降場所の最多が「漁港」(64.6%)であることが分かった。これに対し、平成 26 年

度に実施したアンケート調査では、漁業協同組合の 81%が「ミニボートの漁港施設の利用を

認めていない」と回答し、その理由がミニボートの利用者のマナーや海難の可能性を問題

視してのことであった。これらから、ミニボートを含む可搬型小型船舶の乗降場所の利用

について、利用者と漁業協同組合との間に意識のミスマッチがあることが分かった。 

 可搬型小型船舶の主な整備・点検の方法は、「自分で実施」(74.0%)が最多であった。ま

た、全体の約 8 割から 1 年に 1 回は整備点検を実施していると回答があった。一方で、可

搬型小型船舶の利用者のヒヤリハット体験については「機関故障」が最多であり、海上保

安庁の「海難の現況と対策について(平成 27 年版)」においても「機関故障」(25%)がミニ

ボートの海難の事故種別の割合で最多であった。そのため、ミニボートの「機関故障」に

係る海難を防ぐための方策として、適切なエンジンの整備点検の内容などについての周知

が望まれる。 

 可搬型小型船舶の利用者のヒヤリハット体験については、「機関故障」が最多であるが、

アンケートにより収集したヒヤリハット体験を海上保安庁の海難事故の分類に合わせ整理

して分析すると「衝突」(37%)が最多であった。そのため、ミニボートの「衝突」の海難を

防ぐために、ミニボートの利用者が航行ルールや運航方法などの知識を身につける機会や

仕組み、習得ツールの検討が必要である。また、上記３）で言及したように、漁業協同組

合、マリーナ及びフィッシャリーナでは、ミニボートの利用に係る危険行為の原因を「基

本的な航法」の認識不足と考えていることから、「航行ルール」や「運航方法」の習得と確

実な実施は、漁業協同組合、マリーナ及びフィッシャリーナに対するミニボート利用の健

全性のアピールにもなると思われる。 

 

５）ミニボートに仕様が近い可搬型小型船舶の利用者の安全等に対する意識 

可搬型小型船舶の利用者の安全等に対する意識に関し、現在の取り組み状況として「各

種講習会(救命、安全航行)への参加」や「プレジャーボート保険への加入」の状況につい

て調査したところ、「特に何もしていない」が 474 人(71.5%)、「各種講習会(救命、安全航

行)への参加」が 70 人(10.6%)、 「プレジャーボート保険への加入」が 50 人(7.5%)であっ

た。 

特に注意していることについては、可搬型小型船舶の利用者の 9 割以上が「携帯電話の携

行」や「救命胴衣の着用」、「出航前の気象海象のチェック」と回答した。 

今後海難や関係者とのトラブルを避けるために取り組めそうなものについては、最も多

かったのが「施設利用誓約書などによるマナーの遵守」(71%)で、次が「定置網の場所や立
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入禁止区域などの情報把握」(61%)であった。可搬型小型船舶の利用者の大半が、マナー遵

守や定置網や立入禁止区域などの情報把握により関係者とのトラブルを避けようとする意

識があることが分かった。 

 

６）ミニボートと漁業協同組合の共存事例 

平成 26 年度に実施したアンケート調査では、漁業協同組合の 81%が「ミニボートの漁港

施設の利用を認めていない」との回答があった。 

そうした中、ミニボートの利用を認める漁業協同組合もあり、ミニボートの利用者と漁

業関係者の共存の仕組みを調査すべく訪問調査によりその実態を探った。 

千葉県の守谷漁港、愛知県の豊浜漁港では、ミニボートの施設利用を認めている。これ

らの漁港に共通する点は、ミニボートの施設利用に一定のルールがあり、利用者がそのル

ールを遵守することで、漁業関係者とのトラブルや海難事故の防止が図られていることで

ある。こうした取り組みは漁業協同組合としては、定置網の場所や立ち入り禁止区域をミ

ニボートの利用者に明示することで海難や漁業被害を防ぐことができ、ミニボートの利用

者としては、海岸等に比べボートの揚げ降ろしが容易な漁港の船揚施設や駐車場を利用す

ることができることから双方に利益がある。こうした一定のルールに基づく共存関係は、

船舶安全法や船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されないミニボートの海難防止対策を

考える上で、有効な手がかりの一つとなる。 

 

７）ミニボートの構造基準等 

 平成 27 年度及び平成 28 年度に実地したミニボートの製造業者及び販売業者に対する調

査等より、平成 29 年 3 月現在で把握しているミニボートの型式は 232 型式あり、そのうち

出力 1.5kW(約 2 馬力)以上の機関の搭載に対応しているのは 142 型式であった。この出力

1.5kW(約 2 馬力)以上の機関の搭載に対応している 142 型式のうち日本小型船舶検査機構の

船舶検査を受検した実績のある型式は 60 型式であった。また、ミニボートと同様の構造の

船体(PWC 等を除く長さが 3.3m 未満の船体)の予備検査及び第 1 回定期検査の受検状況を調

査したところ、予備検査については年平均 225 隻、第 1 回定期検査については年平均 147

隻であった。 

 一方、平成 26 年度の調査より年間約 3,500 隻のミニボートが出荷されており、現在把握

しているミニボート(232 型式)のうち、日本小型船舶検査機構の検査に係る技術基準に適合

した実績が 60 型式(全体の 26%)であった。 

ミニボートのような可搬型小型船舶は、一般に乾舷が小さく他船の引き波などを受け転

覆し易い。しかし、ミニボートに不沈性能を与えることで、仮にミニボートが転覆しても

救助されるまでの間乗員がミニボートに掴まることで乗員の安全の確保に資することがで

きる。このように、ミニボートの海難防止対策として、ミニボートの構造や設備といった

ハード面からのアプローチも重要であると考えられることから、今後の検討が期待される。 
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８）ミニボートの海難防止対策の手がかり 

 ミニボートは船舶安全法や船舶職員及び小型船舶操縦者法が非適用であることから、  

現状ではミニボートの海難防止対策については、ミニボート利用者の安全意識に頼らざる

を得ない。一方で、海上保安庁の海難統計によれば、ミニボートの海難事故は年間約 60 件

で近年増加傾向にあり、ミニボートの海難防止対策は喫緊の課題となっている。 

 ミニボートの海難防止に係る今後の方向性を探る上では、上記６）のミニボートの利用

者と漁業協同組合が共存する事例が参考となる。マリーナ、フィッシャリーナまたは漁港

の施設の利用条件に海難防止や関係者とのトラブルの防止、漁業活動への侵害の防止に資

する条項を盛り込み、海難や関係者とのトラブル等を避ける方法は一定の効果が期待でき

る。 

 また、こうした施設利用条件による海難防止対策は、マリーナ、フィッシャリーナまた

は漁業協同組合側としても、施設利用料金または施設管理協力費などの収入が期待できる

ほか、定置網の場所や立ち入り禁止区域をミニボートの利用者に明示することで海難や漁

業被害を防ぐ効果が期待できる。ミニボートの利用者側としても、海岸などよりもボート

の揚げ降しが容易となる船揚施設や駐車場を利用することができ、結果、施設側・利用者

側の双方にとってメリットがあると考える。 

 ミニボートの海難防止対策については、ミニボートの構造や必要設備といったハード面

とミニボートの安全運航に係るソフト面の両方のアプローチが重要であると考える。こう

したミニボートの海難防止対策に係るアプローチを実効的に実施する方法として、ミニボ

ートの利用者と漁業協同組合との共存の仕組みを活用・発展させることが望まれる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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資料１ 可搬型小型船舶の所有者向けアンケート用紙 

ご記入者の年

齢 

          歳  ご記入年月日 平成 28 年  月  日 

船     齢           年  海技免状の保有年

数 

           年  

ボートのタイプ  ① ゴムボート型(膨脹式) ② FRP 型(固形式)  

③ その他(             ) 

 

現在ご利用されているボートのご利用状況等についてお伺いします。つきましては以下の質問について該当

する番号を    で囲って下さい。 

 

問１．お持ちのボートのご利用の頻度は年間どの位ですか。（いずれか１つでご回答ください。） 

① 5 回未満／年      ② 5 回～9 回／年    ③ 10 回～19 回／年    

④ 20 回～49 回／年  ⑤ 50 回以上／年 

 

問２．おおよその年間のエンジンの使用時間を教えて下さい。（いずれか１つでご回答ください。） 

① 10 時間未満／年      ② 10 時間以上 50 時間未満／年    ③ 50 時間以上 100 時間未満／年 

④ 100 時間上 500 時間未満／年   ⑤ 500 時間以上／年 

 

問３．お持ちのボートの主な整備・点検の方法を教えて下さい。（いずれか１つでご回答ください。） 

① メーカーやショップに依頼している    ②自分で実施している    

③ 特に何もしていない →問５にお進み下さい 

④ その他 

 

 

問４．ボートの整備や点検の頻度を教えて下さい。（いずれか１つでご回答ください。） 

①  1 ヶ月に 1 回程度  ② 3 ヶ月に 1 回程度   ③  6 ヶ月に 1 回程度   ④ 12 ヶ月に 1 回程度 

⑤ 24 ヶ月に 1 回程度  ⑥ 36 ヶ月に 1 回程度   ⑦ 48 ヶ月に 1 回程度   ⑧ 60 ヶ月に 1 回程度 

⑨ その他 

 

 

問５．主にご利用される水域(陸岸からの距離)を教えて下さい。（いずれか１つでご回答ください。） 

① 湖、川または港内のみ   ② 1km 未満（港内を除く）   ③ 1km～2km 未満          

④ 2km 以上 5km 未満     ⑤ 5km 以上 

 

 

問６．過去に以下のようなヒヤリとしたご経験はありますか？（複数回答可） 

① ない→問８にお進み下さい  ② 他船と接触した、または接触しそうになった  

③ ブイや定置網等と接触しそうになった   ④ 岩礁等に乗り上げた、または乗り上げそうになった 

⑤ 転覆した、または転覆しそうになった    ⑥ 海中に転落した、または転落しそうになった   

⑦ 漂流した     ⑧ 浸水した    ⑨ 機関が故障した 

⑩ その他 

 

 

問７． 問６．のヒヤリの原因を教えて下さい（複数回答可） 

① 他船の接近に気づかなかった ② 他船が自船に気づかず接近してきた ③ 夜間または視界不良状態であ

った ④ 操船ミス ⑤ 強風、高波、潮 ⑥ 船上移動 ⑦ アンカー引き揚げ ⑧ 荷物を積みすぎた 

⑨ 船底プラグの閉め忘れ ⑩ 機関の整備不良 ⑪ 燃料切れ   

⑫その他                                  
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問８．ボートのご利用に関し、現在取り組んでいることを教えて下さい。(複数回答可) 

① 特に何もしていない ② 各種講習会(救命、安全航行)への参加 ③ プレジャーボート保険への加入 

④ その他 

 

 

問９．ボートをご利用なさる際に、特にご注意されていることを教えて下さい。(複数回答可) 

① 特に何もしていない ② 救命胴衣着用  ③ 旗の掲揚  ④ 夜間航行をしない  

⑤ 携帯電話の携行   ⑥ 出航前の気象・海象のチェック ⑦ 不用意に立ち上がらない 

⑧ 機関故障時に備えたオールの携行  ⑨ 排水用バケツの携行   

⑩ 家族に行き先、帰宅時間を伝えている   ⑪運航後に必ずエンジンのメンテナンスを行う。 

⑫ その他 

 

 

 

問１０．お持ちのボートに乗降する主な場所を教えて下さい。(複数回答可) 

① マリーナ      ② 漁港       ③ 海岸や河岸・湖岸       

④ その他 

 

 

 

問１１．現在ご利用されていない、または現在ご利用できない場所を含め、今後最もご利用したい乗降場所を教

えて下さい。(いずれか１つでご回答ください。） 

① マリーナ      ② 漁港       ③ 海岸や河岸・湖岸 

④ その他 

 

 

 

問１２．乗降場所のご利用に際し、 マリーナの施設使用料や漁港管理条例で定める使用料金などを含め、有料

でもご利用したい施設やサービスを教えて下さい。(複数回答可) 

① 駐車場   ② ボートの揚げ降ろしのためのスロープ  ③ 係留施設  ④ トイレ、水道などの付属施設  

⑤ 給油施設    ⑥ エンジン点検サービス     ⑦ 船検代行サービス  

⑧ その他 

 

 

 

問１３．海難の可能性や利用者のマナー違反を理由とした関係者とのトラブルなどにより乗降場所の使用が制

限される例がございます。こうした海難やトラブルを防止するために取組めそうなものを教えて下さい。 

(複数回答可) 

① 施設利用誓約書などによるマナー遵守の宣誓  ② 各種講習会(船体・機関整備方法、転覆回避の方法な

ど)への参加   ③ 定置網の場所や立入り禁止区域などの情報把握  ④ プレジャーボート保険への加入   

⑤ メーカーやショップによる船体・機関の定期的な点検や整備 ⑥ 他船からの視認性向上のための旗の掲揚   

⑦ その他  
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資料２ 漁業協同組合等の漁港等の利用条件に関する文書 

①豊浜漁業協同組合 

●施設利用許可申請書 
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●施設利用許可誓約の遵守について 
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●反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書 
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②西三河漁業協同組合 

 

●吉田港ボートパーク利用者向けの船舶（プレジャーボート）事故報告書の書式 
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資料３ ミニボートの製造業者及び販売業者向けアンケート用紙 

 
貴社名  

ご住所      都道府県       市町村 

所属部署  役職  

ご記入者の氏名  ご記入年月日 平成 28 年  月  日 

ご連絡先 電話  E メール  

船舶検査対象外の長さ 3m 未満、2馬力（1.5kW）未満のエンジンを搭載する小型ボートのミニボートにつ

いて、お伺いします。 

 

問１ 現在、貴社にて取り扱っているミニボートの型式名をお教えください。 

（別紙を添付頂いても構いません） 

 

問２ 問１の型式のうち 2馬力（1.5kW）以上に対応しているものがあればお教えください。 

（別紙を添付頂いても構いません） 

 

問３ ミニボートをどのような形式で取り扱っていますか。（複数回答可） 

①国内メーカーへの発注販売 

（製造元                                    ）    

②製造のみ             

③製造および販売      

④海外メーカーからの輸入販売  

（輸入国およびメーカー                                        ）  

⑤その他（                                   ） 

   

問４ ユーザーにミニボートを安全に使用してもらうために、どのような取り組みを行っていますか。

（複数回答可） 

①取扱説明書の添付      

②船体への安全性等の標示  

③保証書の添付       

④ISO 9001 の導入 

⑤自主的な検査の実施       →Ａに進んでください。 

⑥HP 等での安全に関する情報提供 

⑦その他（                                   ） 

 

「⑤自主的な検査の実施」を選択されていない場合は、Ｂに進んでください。 

 

 Ａ  

問５ 自主的な検査は、どのような方法で行っていますか。 

①社内検査              

②社外検査  

③その他（                                   ） 

 

問６ その検査は、どの程度実施されていますか。 

①全数検査 

②すべての型式について検査するが、サンプリングまたは１艇のみ実施  

③プロトタイプのみ実施（色彩変更等による型式変更で、検査に影響しないものは省略） 

④特に決めていない 

⑤その他（                                   ） 
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問７ 検査の内容は、どのような基準で行っていますか。（複数回答可） 

①小型船舶安全規則  

②日本マリン事業協会が奨励する「JMIA ミニボート技術指針」  

③ISO      

④欧州 RCD            

⑤米国 USCG 

⑥自社基準 

⑦その他（                                   ） 

 

①～⑤を選択された場合は、Ｂに進んでください。 

⑥～⑦を選択された場合は、問８に進んでください。 

 

問８ 具体的にどのような検査を実施されていますか。括弧書きの該当するものに○で囲んでください。 

・気室または艇体の外観確認（ 有 ・ 無 ） 

・強度試験（ 実艇による確認 ・ 板厚確認および強度計算 ・ 無） 

・不沈性の確認（ 有 ・ 無 ） 

・復原性の確認（ 計算による確認 ・ 実艇による確認 ・ 無 ） 

・係船装置、手すり装置等の艤装および装備（ 有 ・ 無 ） 

・差し支えなければ、その他自社基準等の詳細をご教示いただけると幸いです 

（                                      ） 

 

 Ｂ  

問９ ミニボートには距岸制限がないところ、海域や気象・海象によって条件が大きく変わるとは存じ

ますが、ミニボートの安全を考えた場合の距岸距離について以下の選択肢のうち、どれを適正とお考え

ですか。 

①港内のみ     ②0.5 海里以内    ③1 海里以内 

④2海里以内    ⑤3 海里以内     ⑥3 海里以上 

⑦その他（                                   ） 

 

問１０ ミニボートの海難事故を減らすためには、どのような取り組みを行うと良いと思われますか。

（複数回答可） 

①定期的な安全講習会の実施     

②国の指導     

③操縦免許制度の導入 

④検査制度の導入      

⑤ミニボート団体の設立  

⑥その他（                                   ） 

 

ミニボートに関して何でも結構ですので、ご意見があればお寄せください。（様式自由です） 

また、安全性への取り組みに関し、提供いただける資料がございましたら、お送りいただけると幸甚で

す。 
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ミニボートに係る海難実態基礎調査(平成 26 年度～平成 28 年度)の概要 

本調査は海上保安庁の要救助海難統計に表れないミニボートの海難実態等の調査を目的とし

て、平成 26 年度から平成 28 年度にかけて実施してきた。 

本年度は本調査の最終年度となることから、平成 26 年度から平成 28 年度に実施した調査の

結果等の概要を整理した。 

 

 １ ３年間の調査の対象及び内容 

 

３年間の調査のマトリックス 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

 

漁業共同組合 

・海難救助の有無 

・施設利用の可否 

・諸問題の有無  

etc. 

・海難救助の有無 

・諸問題の詳細 

・危険行為の有無 

・訪問調査    etc. 

・訪問調査 

 

マリーナ 

・海難救助の有無 

・施設利用の可否 

・諸問題の有無  

     ｅｔｃ. 

・海難救助の有無 

・ミニボートとのトラブル 

・危険行為の有無 etc. 

 

 

フィッシャリーナ 

・海難救助の有無 

・施設利用の可否 

・諸問題の有無  

・訪問調査     etc. 

・海難救助の有無 

・ミニボートとのトラブル 

・危険行為の有無 etc. 

 

ミニボート利用者 

(可搬型小型船舶の

利用者を含む) 

・海難事故の有無 

・愛好団体の取り組み 

・主な乗降場所  

etc. 

 ・整備点検状況 

・利用実態 

・安全への取り組みと意識 

etc.

 

ミニボート製造者 

  

・取扱うミニボートの種類等 

・構造基準 

・自主検査の方法 

etc.

 

ミニボート販売者 

 ・取扱うミニボートの種類等 

・輸入品の取り扱いの有無 

・通信販売の実態 etc. 

・構造基準 

・自主検査の方法 

etc.

 

その他 

・ミニボートの市場動向 

・ミニボートの地域分布 

・ミニボートの活動地域 

 etc. 

 ・他船からの視認性を高

めるために掲げる旗の視

認性調査 

年度 
調査対象 
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２ ミニボート利用環境 

（１） ミニボート利用者受け入れ状況 

<マリーナ・フィッシャリーナ>               <漁業協同組合> 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） マリーナ・フィッシャリーナの各質問の回答 

① ミニボートを受け入れない主な理由 

安全管理上の問題 

船検証がないため 

マリーナオーナーとのトラブル防止のため 

マリーナ規約上、部外者の利用を受け入れない 

設備上の問題 

ディンギーを含むセーリングヨット専用のため 

そもそも申し込みがない 

 

  

68

289

18

32

認めている 

認めていない 

漁協、19% 

漁協、81% 受け入れていない 

受け入れている 

件、64% 

件、36% 

 ミニボートのビジターを受け

入れているか 

 ミニボート利用者の施設利

用を認めているか 

(平成 26 年度調査結果)

(平成 26 年度調査結果)

調査対象 385 漁協 調査対象 50 ヶ所 
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② ミニボートとのトラブルの有無及びその内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成 27 年度調査結果)
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(平成 27 年度調査結果)

調査対象 63 ヶ所 
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③ ミニボートとの危険行為の有無及びその内容 

 

 

 

(平成 27 年度調査結果)
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危険行為の原因及びその件数(複数回答) (平成 27 年度調査結果)

調査対象 63 ヶ所 
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④ ミニボートの安全対策の必要性及びその内容 

 

 

 

 

  

安全性の観点からの対策の必要性の有無
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必要 

53 ヶ所、95％ 

対策が必要な内容(複数回答) 

(平成 27 年度調査結果)

(平成 27 年度調査結果)

調査対象 63 ヶ所



104 

 

（３） 漁業協同組合の各質問の回答 

① ミニボート利用に係る諸問題(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その他の諸問題 

小型で視認性が悪いため衝突の危険性がある 

夜間の無灯火航行 

航路内、港内での停船 

荒天候時または夜間の航行 

ルール・マナーの無知 

禁漁区、漁場での釣り 

養殖施設での停泊 

立入禁止区域への侵入 

駐車違反 
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(平成 26 年度調査結果)

調査対象 385 漁協 
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② ミニボートについての最も重要な問題及びその理由 

 

 海難事故

の可能性 

漁具 

被害 

作業の

支障 

不法

投棄 

乱獲、監視

の必要性 

養殖魚へ

の悪影響 

理由 

なし 

合

計

定置網周辺や漁業権海域

での釣り 
21 21     3 2 11 58

航路輻輳 43   1         44

岸壁、施設内の無断使用     13 8     9 30

法規、操船等の無知             12 12

夜間の無灯火             9 9

密漁             6 6

夜間、日の出前の出航 4             4

荒天時の出航 4             4

機関故障     1         1

沖合まで出航 1             1

不審艇             1 1

保険への加入             1 1

合計(「理由なし」を除く割

合（％）) 

73 

(60％) 

21

(17％)

15

(12％)

8

(7％)

3

(2％)

2 

(2％) 

49 

 
171

 

  

理由 

内容 

問題となっている 

(平成 27 年度調査結果)

調査対象 399 漁協 
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③ ミニボートの利用に問題がないと回答した理由(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ミニボートとの危険行為の有無及びその内容 

 

30

11

5

0

7

0

5

10

15

20

25

30

35

ミ
ニ

ボ
ー

ト
は

マ
ナ

ー
を

守
っ

て

遊
ん

で
い

る

漁
協

の
施

設
利

用
を

認
め

て
お

り
共

存
し

て
い

る

ミ
ニ

ボ
ー

ト
向

け
の

施
設

が
整

備
さ

れ
て

い
る

ミ
ニ

ボ
ー

ト
ユ

ー
ザ

ー
と

漁
協

間

で
自

主
ル

ー
ル

を
設

け
て

い
る

そ
の

他

(平成 27 年度調査結果)

(平成 27 年度調査結果)

調査対象 48 漁協

調査対象 399 漁協
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⑤ ミニボートの安全対策の必要性及びその内容 
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(平成 27 年度調査結果)

必要なし 

必要 

漁協、31% 

漁協、69% 

安全性の観点からの対策の必要性の有無 

(平成 27 年度調査結果)

調査対象 399 漁協
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対策が必要な内容(複数回答) 
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３ ミニボートの動向 

（１） 苫小牧ミニボートフェスティバル参加者の動向 

① 苫小牧ミニボートフェスティバル参加者のミニボート利用者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 苫小牧ミニボートフェスティバル参加者の小型船舶免許の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(平成 26 年度調査結果)

3.3m 未満 88% 

船外機 2ps 以下 52% 

船外機 5-10ps 以下 40% 

船外機 2-5ps 以下 8% 

4.0m 未満 12% 

有り 

58% 

船舶の全長及び船外機の出力 

 

(平成 26 年度調査結果)

無し 

42% 

小型船舶免許の有無 

調査対象 25 人

調査対象 25 人
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③ 安全にミニボートを楽しむために普段から心がけていること(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ミニボートの乗降によく利用する場所(複数回答) 
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（２） 可搬型小型船舶の利用者の動向 

① 年間利用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年間運転時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成 28 年度調査結果)
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③ 可搬型小型船舶の主な整備・点検方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成 28 年度調査結果)
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④ 可搬型小型船舶の整備・点検の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(平成 28 年度調査結果)
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⑤ ヒヤリハット経験(複数回答) 

 

 

 

 

 

⑥ ヒヤリハットの原因(複数回答) 
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⑦ 主たる整備・点検の実施者別の機関故障のヒヤリハットの経験者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 可搬型小型船舶の主たる乗降場所 
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⑨ 可搬型小型船舶の利用者が今後最も利用したい乗降場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 可搬型小型船舶の利用者が有料でも利用したい施設(複数回答) 
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⑪ 可搬型小型船舶の利用者が海難や関係者とのトラブルを防止するために取組めそうな

もの(複数回答) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71

61

47

31
23 21

9

0

20

40

60

80

100

施
設

利
用

誓
約
書

な
ど

に
よ

る
マ

ナ
ー
遵
守
の
宣
誓

定
置

網
の

場
所
や

立
入

り
禁

止
区

域
な
ど
の
情
報
把
握

他
船

か
ら

の
視
認

性
向

上
の

た
め

の
旗
の
掲
揚

各
種
講
習
会
へ
の
参
加

船
体

・
機

関
の
定

期
的

な
点

検
整

備 プ
レ

ジ
ャ

ー
ボ
ー

ト
保

険
へ

の
加

入 そ
の
他

(平成 28 年度調査結果)

調査対象 639 人 

(%) 



118 

 

４ ミニボートの市場動向 

（１）小型船舶在籍船隻数とミニボートの推定保有隻数の推移 

 

 

※『日本小型船舶検査機構統計集』及び日本マリン事業協会『舟艇工業の現状』を基に作成。 

※『JCI 検査船』は年度。『ミニボート推計(2ps 出荷 X0.9)』 は暦年。 
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（２） 3m 未満の可搬型小型船舶の市町村別在籍船数 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 

市町村 隻数 市町村 隻数 

1 熊本県熊本市 468 熊本県熊本市 447

2 北海道札幌市 385 北海道札幌市 382

3 大阪府大阪市 294 大阪府大阪市 258

4 愛知県名古屋市 278 愛知県名古屋市 253

5 神奈川県横浜市 238 神奈川県横浜市 225

6 福岡県福岡市 211 青森県青森市 221

7 青森県青森市 209 福岡県福岡市 194

8 兵庫県神戸市 204 兵庫県神戸市 189

9 広島県広島市 181 北海道函館市 167

10 北海道函館市 165 広島県広島市 161

11 熊本県宇城市 151 京都府京都市 146

12 京都府京都市 144 熊本県宇城市 141

13 神奈川県横須賀市 120 神奈川県横須賀市 116

14 大阪府堺市 118 大阪府堺市 107

15 熊本県八代市 118 熊本県八代市 103

16 福岡県北九州市 100 福岡県北九州市 99

17 熊本県宇土市 91 熊本県宇土市 84

18 愛媛県松山市 88 愛媛県松山市 73

19 山口県岩国市 77 山口県岩国市 72

20 静岡県静岡市 75 静岡県静岡市 71

21 三重県津市 75 石川県金沢市 68

22 兵庫県明石市 73 兵庫県明石市 68

23 兵庫県尼崎市 72 神奈川県逗子市 67

24 香川県高松市 71 兵庫県尼崎市 67

25 滋賀県大津市 70 香川県高松市 67

26 千葉県千葉市 68 三重県津市 66

27 石川県金沢市 61 滋賀県大津市 66

28 広島県福山市 60 千葉県千葉市 63

29 大阪府高槻市 59 広島県福山市 60

30 大阪府東大阪市 59 岡山県岡山市 58
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 平成 24 年度 平成 25 年度 

市町村 隻数 市町村 隻数 

31 和歌山県和歌山市 59 宮城県仙台市 57

32 岡山県岡山市 59 大阪府東大阪市 54

33 宮城県仙台市 58 和歌山県和歌山市 54

34 神奈川県逗子市 58 大分県大分市 52

35 長崎県長崎市 58 神奈川県三浦市 51

36 兵庫県姫路市 54 大阪府高槻市 51

37 大分県大分市 52 愛知県一宮市 49

38 神奈川県三浦市 51 兵庫県姫路市 49

39 愛知県一宮市 51 長崎県長崎市 49

40 鹿児島県鹿児島市 51 山口県下関市 48

41 新潟県新潟市 50 鹿児島県霧島市 48

42 兵庫県西宮市 50 大阪府枚方市 46

43 山口県下関市 50 青森県弘前市 45

44 三重県鈴鹿市 48 三重県鈴鹿市 45

45 大阪府枚方市 48 広島県呉市 45

46 鹿児島県霧島市 48 静岡県沼津市 44

47 青森県弘前市 47 福岡県福津市 44

48 大阪府豊中市 46 神奈川県三浦郡葉山町 43

49 神奈川県三浦郡葉山町 45 鹿児島県鹿児島市 43

50 京都府舞鶴市 45 神奈川県川崎市 42

51 福岡県福津市 45 大阪府豊中市 42

52 熊本県八代郡氷川町 45  

合計  5,501  5,160

 日本小型船舶検査機構統計集 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成 26 年度調査結果)
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５ 旗の視認性実験結果 

  

実施年月日：平成 28 年 7 月 29 日及び平成 28 年 8 月 15 日 

実 施 場 所：東京湾三枚洲付近 

 

 

 

(平成 26 年度調査結果)
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資料 5 ミニボートに関する海難事故の記事 

 

 千葉日報 WEB ニュース 平成 28 年 4 月 13 日 

 

 

 上越タウンジャーナル 平成 28 年 5 月 3 日 
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 静岡新聞 平成 29 年 1 月 11 日 
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資料 6 ミニボートの事故防止のための認識旗の配布の記事 

 NHK NEWSWEB 平成 28 年 5 月 2 日 
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 敦賀海上保安部の「認識旗」に関するウェブページ 

 


